


■「部落」「未解放部落」「被差別部落」「同和」「同和地区」な
どの用語は、歴史的な概念である。これらの用語は将来死滅して
いくものである。

■ここでは、「旧部落」「旧同和地区」と呼ぶべきところだが、過
去の文書紹介も行うことから「部落」「同和地区」などと呼んで

報告する。

半世紀前の劣悪な部落の生活環境の実態



□ 部落問題とは、封建的身分制に起因す
る問題であり、国民の一部が歴史的に、
また地域的に蔑視され、職業、居住、結
婚の自由を奪われるなど、不当な人権侵
害をうけ、劣悪な生活を余儀なくされて
きたことであり、今日なお解決されてい
ない問題をいう。したがつて、部落解放
運動は、封建的身分差別の残りものを一

掃 し、民主主義を確立するたたかいであ
る 。 (「 21世紀をめざす部落解放の基本方向」1986年 )
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日本国憲法の制定を基礎に、その後の高度経済成
長にともない社会構造が激変し、さまざまな前近
代的な社会的残りものは、大きく払拭された。
こうした社会状況の中で、部落問題を解決する取
り組みが著しく進んだ。たとえば、部落問題の解
決をめざす多様な運動が全国的に前進 したこと、
非人間的な生活実態を解消するために約■6兆円の
同和対策事業が実施されたこと、すべての人間は
平等であるとする基本的人権の考え方が広がつた
こと、である。



□

□

部落問題の解決すなわち国民融合とは、

①部落が生活環境や労働、教育などで周辺地
域との格差が是正されること、

②部落にたいする非科学的認識や偏見にもと
づ く言動がその地域社会で受け入れられない
状況がつくりだされること、

③部落差別にかかわつて、部落住民の生活態
度・習慣にみられる歴史的後進性が克服され
ること、

④地域社会で自由な社会的交流が進展 し、運
帯・融合が実現すること、である。

(「 2■世紀をめざす部落解放の基本方向」)

解決された状態とは



口部落問題解決の到達点は、

口①周辺地域との生活上にみられた格差が基本
的に解)肖 されたこと、

口②旧身分にかかわる差別が大幅に減少してき
ていること、

口③住民の間で歴史的後進性が薄れ、部落問題
解決の主体が形成されてきたこと、

口④かつての部落の構成や実態も大きく変化し、
部落の閉鎖性が弱まり、社会的交流が進展し
たこと、である。

題はどこまで解決したか



①全国の
F「

同和地区」の混住状況  ※混住率 (〓和関係以外人口÷同和関係人口

□ ■993年 58。 6% ← ■97■年 28。 ■%地区の同和関係者が少数に

②他地域への大量流出  同和関係人口の減少
口 ■99メF 892,75■人  ← ■97rF ■,048,566人    85。 ■0/6′ヽ

③部落外との結婚  「夫婦いずれかが地区外」
口 ■99メF  36.6% ← 1963年 ■■。8% ← ■92■年3。 4%

④■993年時点での同和地区の現況 (推定)

「夫婦とも同和関係者」24.7% 「夫婦いずれか―方が地区外」■5。 8%
「夫婦とも同和関係者」59.5%

結論 いすれにしても部 落の枠組みがくすれ「部落Jが部落でなくなつてき
ており、他地域から人々が流入してきている.
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口1、 部薔問題の正しい理解をはばむ、いまの要
日は何か

口①出版・マスコミ界での「根強い差別意識」
の氾濫状況

口②行政の誤つたに満ちた啓発内容の横行

日③教育現場での「同和教育」「人権教育」の
ゆがみと管理・続制への手段化

口④上記を支える「解同」の部落JF外主義によ
る「差別糾弾闘争」



■参照「部落差別 (問題)をめぐる観念的潮流につい
て」奥山峰夫報告

■きつかけは何か
国民的感動を呼ぶ映画『おくりびと』
アカデミー外国語映画賞受賞
観客動員数 は334万 8000人
ビデオ化、テレビ放映も行われる

■出版界の部落問題で力1熱
低迷する出版業界で起爆剤の一つに

執筆者の思惑はさまざまであろうが、

部落問題解決への援護射撃より偏見の増幅になりかねない



しかし、日本にこび:
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□『太郎が恋をする頃までには.“』 栗原美

ロ

　

ロ

和子 (著 ) しん・すご

『差別と日本人』野中広務・辛淑玉 (著 )

『対論 部落問題』 組坂繁之・高山文彦

対談

『日本共産党vS.部落解放同盟』筆坂秀

世・宮崎学対談

『部落差別をこえて』臼丼敏男 (著 )



①行政が認める範囲での人権の矮Jヽ化
…権力と個人の間の問題はもとより、今日ますます重大な社会問

題になつている社会権がほとんど視野に入つていない。

②「いまだ差別意識は根強く残つています」
―部落問題認識でのゆがみ 解決の到達点を正しく普及せず、総

じて一面的に「差別」を強調する。
―「実態的差別は大きく改善」、「しかし、差別事象は依然とし

て存在」
―「今日においても"…就職や結婚などにおいて差別され"…」
―結婚差別などの事例紹介で古いものを年月未記入で紹介

発Jの内容



回超歴史的記述、最近の研究状況を無視したもの、 (ここ
では例示しなかつたが)封建社会の身分制と、近代以降
の「部落差別」を並列的にとらえる傾向などがみられる。

…「解放令により封建的な身分差別は制度上はなくなりま
した。しかし、人々への啓発などは行われず差別意識は
依然として残りました」

―「差別身分制度はなくなりました。しかし、……同和地
区の人々を支援する施策はほとんど行われず……」

…「壬申戸籍 (じんしんこせき)には……『平民』『新平
民』などが記入されていました」

―「この戸籍には、…・・・『新平民』などの差別呼称が記入
されていたところもありました」

―「部落差別のおこり」政治起源説「封建時代に民衆を支
配する手段として政策的につくられた」
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山川出版社高校日本史教科書『詳説日本史 B』

1992年版の「農民の統制」 「都市と町人」
2009年版の「村と百姓」 「町と町人」

改訂版

「士農工商」から
「身分秩序」ヘ
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1、 現実の部落問題の解決状況を無視したもの

一全体状況を無視した事例紹介
―もはや差別といえないものの事例紹介 例.地域名
―「差別意識を生む新たな要因」 (地対協)を無視 (同

和問題について自由な意見交換を阻害、行政の主体′
1生の

欠女日、不適切な行政運営、えせ同和行為など)

一自らの運動と取り組みを自ら否定する

2、 部落解放同盟の分析に迎合する啓発・教育
「社会意識としての差別観念」論

3、 財団法人人権教育啓発推進センター「心ひらこう一同
和問題を中心に一」の問題

深い差 膿轟議.■藤芹豫珂li雇 」F劇



■
■

「部落民に対する社会
意識としての差別観
念は、……自己が意

識するとしないとに

かかわらず、客観的
には空気を吸うよう
に一般大衆の中に入

りこんでいく。」



1、 差別と差別意識
―「部落解放の『虚構理論』批判」杉之原寿―著―

「差別とは、人間の不断の努力によつて、すべての人に平等
に保障されなければならない基本的人権の享有とその向上が、
何らかの差異を理由に、かつ実質的・具体的に制限されたり、
奪われたりする事実である」

「差別意識は、そのような差別を当然視あるいは容認する意
識 (心情、観念などを含む)」

2、 内心を処罰の対象にすれば―差別意識の持ち主だとして、
「人間の内心を処罰の対象にすれば、必ず拷間による自由の
強要やさまざまな外的事象からの、恣意的な内心の推定がお
こなわざるをえず、人権の侵害と法の客観性をそこなうこと
が不可避である」 (長谷Jll正安)

3、 表現行為と物理的行為とのちがい

買 却騰 ■』 1
ニーーイ ｀

¬ヽ



理や社会についての理論や思想などの総体)をいう。これらは
の社会的存在から生みだされた意識における反映である。社会
在とは、社会における人々の物質的生活 (生活に必要な物質を
し、生産物を交換し、それらを消費して、自分たちの生命を維
てゆく生活)のことである。

瑚 社会的存在が人びとの意識に反映されて、社会的意識をラみだすし
かたは、大きく、二つに区別できる。その一つは、自然発生的なし
かたで反映される場合である。人びとがさまざまな感情や見解をも
ち、習性や気分を身につけるのは、そのことを目ざして一定の努力
をするからそうなるのではなく、生活しているあいだにひとりでに、
知らず知らずのうちにそうなるのである。第二のしかたは、人びと
の目的意識的な活動によつてそれがラみだされる場合であり、この
ようにしてうみだされる社会的意識をイデオロギーという。

嗣茅事芽哲隼竺ざ菩書名F逹奇麗彗壇魯春隻釜繕織ぢ暑姜暑婁懸茅争ヽ
オロギーとたたかい、新しい変革のイデオロギーをつくりだす。

■社会意識とは、さまざまな階級・階層・民族 。世代その他の社会集団が、それぞれの存在諸条件を維持し、あるいは変革す
るための力として作用する、精神的な諸過程と諸形象 (共有された思考・過剰・意志の諸様式の総体)をいう。 (「新版増補版 社会学J癖
典」 )

社会意識とは、人間が
理や社会についての理
の社会的存在から生み

心
間
存
産
し

会
人
的
生
持



「部落差別と関連して語られる場合、この意
識が封建的身分差別の残滓であり、時代遅れ
な封建的イデオロギーによる意識として基本
的に解消してきている意識問題であることを
無視してはなりません。社会意識は、時代の
変化にともない改変していくものであり、わ
が国でも前近代的意識がなお残存しているも
のの薄れてきている事実をみてもこのことは
明らかです。また、部落差別の意識と他の差
別の意識とを同一してみることは歴史的空間
を無視する暴論です」 (「がんばる全解連」丹波正史著)



Ⅷ「人々は社会に影響を受けるだけなのだ
ろうか。そうではなく、反対に、人々の
考え方や価値観が変わることによつて社
会が変わるという側面もある」「社会が
変わると人々の意識が変わる側面と同時
に、人々の意識が変わることによつて社
会が変わつていく、その両方の側面があ
る と 考 え ら れ る 」 (「I■代日本人の意識構造 〔第七版〕NH
K放送文化研究所」編)

資から見えてくるもの
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te73+

ts78+

1e83+

1s88+

Ls%+

Lees+

2003+

2008+

権威・平等「夫の家事手伝い」

30%      40%      50%      60%

すべきでない  ,す るのは当然  無回答
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理想の家族

L973+

te78+

1e83+

1e88+

1ee3+

tees+

2003+

2008+
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17

10%

夫唱婦随
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13

17

15

16

20%      30%

性役割分担

50%

家庭内協力

60%       70%

夫婦自立

23

23

20

80%      90%

■無回答
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48

40% 100%



1、 結婚をめぐる歴史的な流れ

①戦前―「家制度」と結婚
―家長の同意が必要

②戦後―新しい憲法も施行
―結婚は個人的なことがらであり、個人が自己決定すべきこと
―家族の基礎は夫婦であり、両性の平等のもとに家族は成立す

る

③社会構造の激変と結婚の変化
―高度経済成長がもたらした影響
―農家率の減少にともない見合結婚の減少

④見合結婚と恋愛結婚の推移
―■960年代後半に逆転現象が起きる



をしながら、相手の親から強硬な反対にあい、ついに自
らの命を絶つたりした。こうした結婚差別が現在どう

なつているかを検証する。



①戦前 (■930年当時)の結婚をめぐる状況
結婚は自由に出来ずしてなお、執拗なる差別が厳然として

見えざる門戸を開ざしていて、家庭的に惨酷な悲劇がいまな
お繰り返されている。 (「全国水平社第 9回大会綱領・運動
方針書」)

②■965年当時の結婚差別をめぐる状況
結婚に際しての差別は、部落差別の最後の越え難い壁であ

る。関係住民の結婚は、伝統的に「部落内婚」の封鎖的な形
態をとり、ほとんどが同一地区民間か他地区住民の間で行わ
れ、一般住民との通婚は、きわめて限られている。

③現在
なお旧身分を理由にした結婚にかかわる差別は残存してい

るが、部落内外の結婚が圧倒的な比率を占めるにいたり、す
でに部落問題において結婚差別が「最後の越えがたい壁」と
規定づけた状況はなくなつている。

・、
　

・一一



融含結婚 (部落内外婚)の年次推移
40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5,0

0,0

1920(大正10)年 1951(昭和26)年    1963(昭和38)年    1977(昭和52)年 1985(昭和60)年    1993(平成5)年

(いずれの年の調査も政府による)



■恋愛結婚 l■ 夫婦どちらか同和地区外

恋愛結婚と融合結婚の推移

90,0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

ギ赫郡嶺埓  帝    ∬



90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

夫の年齢別婚姻類型 (1993年政府調査)

60～69歳     50～ 59歳     40～ 49歳    30～ 39歳

◆夫婦の一方が地区外 ■夫婦とも地区  夫婦とも地区外

70歳以上
29歳以下



結婚時期別婚姻類型別状況 一大阪府一 (2000年調査)

1950年以前      1951～ 60年

◆ 夫婦とも同和地区出身

1961～ 70年      1971～ 80年      1981～ 90年

■一方が同和地区出身の夫婦 夫婦とも地区外出身

1991年以降

Xそ の他・不明

μЦttEヨ



縣1鷺噺鵞.燻絆鷺mil濡

婚姻形態 年齢階層別 一鳥取県一 (2005年調査)

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20,0

10.0

0.0
2.3,    .Q   l.

15.OF.6 10.010.6

0,7.   1・3,    0.5   0.4
6.8
0.9

４

　

・
３

４
．

０

〆〆 ∫ 〆 Jご 〆∫
◆夫婦とも同和地区の生まれ 日夫婦の一方が同和地区外の生まれ

∫ ∫ ∫ ご ざ
,夫 婦とも地区外の生まれ Xその他・不明

730岬
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□ 旧身分を理由にした部落差別がなくなつたわけではな
い。しかし、部落差別の中でも「最後の越えがたい壁」
と言われた結婚差別も、解決へ向けて明るい展望が現実
のこととなつている。現在の結婚差別を考える視点は、
融合結婚が圧倒的な多数の状況に至つているように、若
い世代が旧身分にこだわらず、わだかまりのない結婚が
前進していることを評価することである。この流れの根
底にあるのが若い世代の中での健全な価値観の広がりで
ある。最近、新聞・出版界などでは結婚差別の問題を衝
撃的に取り上げる風潮がみられるが、これは部落問題解

決に決して役立つものでなく、大きな流れに対する逆流

の現象でしかない。
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子 ど も の 結 婚 に つ い て の 考 え 方 一―鳥 取 県 一―

2005年 調 査

2000年 調 査

1993年 調 査

■ 当 人 同 士 の 合 意

■ ど ち ら か と い え

`よ
当 人 同 士 の 合 意

国 家 族 や ま わ り の 人 の 反 対 が あ れ ば 認 め な い

■ そ の 他

■ 不 明

この調査は「子どもの結婚に対する考え方」を間うものである。年次的
推移をみれば明らかなように、「当人同士の合意」が増加しており、反対
でなく消極的な当人同士の合意という「どちらかといえば、当人同士の合
意」を含めると、90%の人が旧身分の問題でなく、憲法が規定する「両性
の合意」が価値観として広がつていることを示している。
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■「根深い差別意識」論の克服こそ

部落問題解決の重要な課題になつている

一部落問題解決の状況を国民に大いに広

めて逆流を社会的に克服する

多様な宣伝物の作成と普及

―教科書、啓発バンフなどの改善要求

―マスコミ、出版界へのはたらきかけ

::ニ


